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事故発生時の措置

鹿児島県バス協会

花バス観光 霧島営業所 緊急連絡体制図

九州運輸局 代表取締役社⻑ ①旅行会社へ報告の際は今後の予防法や
092-472-2546 八木 申一郎  是正処置を踏まえ報告をする
鹿児島運輸支局 090-5295-0827 ②被害者への対応は保険会社と必ず相談の上行う
099-261-9192 ③安全統括管理者を緊急連絡担当者とする

消防(救急車)119番

099-252-8670 安全統括管理者 保険会社

八木 申一郎

警察
運行管理者 旅行会社
⻑坂・福丸

被害者
運行管理補助者

事故発生時は事故現場へ(統括)運行管理者・整備管理者が急行するため正確な位置を伝える。

乗務員

①死傷者がある時は直ちに応急措置をとる
②事故車両が後続事故を起こすおそれがある時は、現状の状況を確認した上で、事故車両を安全な場所に移動させる。
③警察に通報(110番)するとともに、運行管理者に連絡をし、指示を受ける
④事故の相手方を確認する
⑤目撃者を確認する


